
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

各修正案の閲覧方法 

・以下の県庁原子力安全対策課ホームページからダウンロードできるほか、県庁県民課、

各総合事務所県民福祉局、日野振興センター日野振興局、東部・八頭庁舎、県立図書館

及び各市町村役場でも閲覧できます。  

ＵＲＬ：https://www.genshiryoku.pref.tottori.jp/index.php?view=11229  

・郵送をご希望される方は、下記の問合せ先までご連絡ください。 

応募方法 

・電子メール、郵送又はファクシミリでお寄せいただくか、意見箱への投函（上記県の機関）及び市町村

役場窓口のいずれでも応募できます。 

・提出される様式は自由ですが、このチラシ（裏面）もご利用になれます。 

結果の公表 

いただいたご意見への対応については、後日、とりまとめてホームページ等で公表します。 

応募期限：８月７日（水）  

      までにお願いします。 

「鳥取県地域防災計画（原子力災害対策編）」及び
「鳥取県広域住民避難計画（島根原子力発電所事故
対応）」の修正案についてご意見をお寄せください！ 
鳥取県では、次のとおり鳥取県地域防災計画（原子力災害対策編）及び鳥取県広域住民避難計

画（島根原子力発電所事故対応）の修正案を作成しました。これらについて県民の皆様のご意見

をお寄せください。 

 

（令和６年度修正のポイント） 

 県の原子力防災に関する取組、令和５年 11 月に実施した原子力防災訓練より得られた教訓、

防災基本計画や原子力災害対策指針の改正等を反映します。 

 

 

１ 能登半島地震等を踏まえた記載の充実 

避難計画は複合災害に対応、家屋倒壊や避難経路の通行止めなどが発生したことから確認 

 ・避難経路が被災した場合、陸路以外での避難も 

 ・屋内退避が長期となる場合、避難への切替え検討 

 ・放射線防護対策施設が被災した場合、設備の復旧と並行し避難準備 

 ・複合災害時に住民がとるべき基本的な対応について普及啓発 

２ 原子力防災訓練の教訓や県の取組み等の反映 

 ・原子力防災支援基地（江府基地）運用開始（避難の後方支援体制の充実） 

３ 国の防災基本計画、原子力災害対策指針の改正を踏まえた修正等 

 ・防護措置の判断基準にバックアップ施設となる特定重大事故等対処施設を追加 

修正案の概要 

《応募・問合せ先》 

鳥取県危機管理部原子力安全対策課 

郵    送：〒680-8570（所在地記載不要） 

電    話：０８５７－２６－７９７３ 

ファクシミリ：０８５７－２６－８８０５ 

電子メール：genshiryoku-anzen@pref.tottori.lg.jp 

 

 

https://www.genshiryoku.pref.tottori.jp/index.php?view=11229


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見ありがとうございました。 

差し支えなければ、下記にもご記入ください。 

お住まいの市町村 鳥取県     市・郡       町・村（以下、不要） 

年代 □１０歳代 □２０歳代 □３０歳代 □４０歳代 

□５０歳代 □６０歳代 □７０歳代 □８０歳代以上 

性別 □男性  □女性  （□男性・女性を選択しない） 

「鳥取県地域防災計画（原子力災害対策編）及び 

鳥取県広域住民避難計画（島根原子力発電所事故対応） 

修正案」に対する意見応募用紙 

《応募先》 鳥取県危機管理部原子力安全対策課 
〒680-8570（所在地記載不要） 
ファクシミリ：0857-26-8805  電子メール：genshiryoku-anzen@pref.tottori.lg.jp 

ご意見記載欄 

応募期限：８月７日（水）  

      までにお願いします。 


